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千葉県の地すべり地域

地すべり地域

地すべり防止事業とは

１ 事業の目的
地すべりによる被害を無くし、または、軽減
するため、工事等を実施して地すべりを防止し
もって国土の保全と民生の安定に資すること

２ 事業内容
地すべり防止区域において、地すべりの対策

工事を実施する事業
地すべり地域のほとんどが県南部の嶺岡山地

付近の第三紀層地帯に分布

３ 事業採択基準
地すべり防止区域内の地すべりで下流に被害

を与えるおそれがあり、次のいずれかに該当す
るもの
(1) 1級河川上流
(2) 2級河川上流
(3) 市街地や集落、公共施設、農地等の保護

【補助率】 国 ５０％ 県 ５０％

※地すべり防止区域は、保全する土地の状況
に応じて、林野庁、農林水産省農村振興局、
国土交通省河川局の３つの所管区分により
指定、管理している。
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事業概要
【事 業 名】 地すべり防止事業

【地 区 名】 丸山平塚（南房総市丸山平塚地内）

【保全対象】 人家 ５戸、官公署 ２箇所、

道路(国道、市道、林道)２.４km 農地 １.２４ha

２級河川 １.４km

【事業期間】 令和元年度 ～ 令和７年度（7年間）

【総事業費】 ３０１,０７５千円

2－2



地すべり防止事業（丸山平塚） 位置図

地すべり防止区域
（嶺岡）

指定年月：昭和44年11月
指定面積：389.26ha

注）すべての所管について、指定条件に準ずる土地も含まれる

所管 関係法令 主務大臣 地すべり地域の指定条件

保安林又は保安施設地区の存する地域

（地すべり地域の過半が森林又は原野であるもの）

農村振興局 土地改良法 農林水産大臣 土地改良事業施行地域又は同事業計画地域

国土交通省 砂防法 国土交通大臣 砂防指定地の存する地域

林野庁 森林法 農林水産大臣

南部林業事務所

農林水産省

農林水産省
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地すべり防止事業（丸山平塚）全体計画図
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令和３年度に全体計画変更
・ 実施設計の結果、法枠工・
排土工等の数量の変更

当初計画額：１億４千万円
変更計画額：３億円
全体計画額：１億６千万円増

下流0.7km
畜産総合研究センター
嶺岡乳牛研究所

凡例

施工済み

施工予定地

航空自衛隊
峯岡山分屯基地



地すべり防止事業（丸山平塚）保全対象（航空自衛隊峯岡山分屯基地）

施工箇所

保全対象2－5

航空自衛隊
峯岡山分屯基地

畜産総合研究センター
嶺岡乳牛研究所



地すべり防止事業（丸山平塚）保全対象（畜産総合研究センター
嶺岡乳牛研究所）

施工箇所

保全対象2－6

航空自衛隊
峯岡山分屯基地

畜産総合研究センター
嶺岡乳牛研究所



空中写真①

施工済み箇所令和5年8月撮影
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空中写真②

令和5年8月撮影 2－8



進捗状況① R1

令和元年6月撮影 令和5年6月撮影
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施工前 施工後

標準図



令和5年8月撮影 令和4年1月撮影

進捗状況② R3

令和4年5月撮影
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施工前施工後

施工後



進捗状況③ R4

令和5年8月撮影
令和4年5月撮影

令和5年3月撮影
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施工後

施工後

施工前

崩落箇所



今後の事業の進め方④ R５年 計画箇所
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今後の事業の進め方⑤ R６年 計画箇所
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今後の事業の進め方⑥ R７年 計画箇所

ドローン撮影後作成
（土留工）
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R５年 調査結果
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のり枠工 （300× 300× 2000×2000）
鉄筋挿入工 （D19×5500）

のり枠工 （200× 200× 1200×1500）
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